
別紙２

【支援事業支援計画のイメージ】（量の見込み・確保方策部分）

　○県支援事業支援計画では、教育・保育施設及び地域型保育事業を、区域ごとに、平成３１年度までの５年間分の量の見込み・確保方策を記載する。

　教育・保育施設及び地域型保育事業
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①量の見込み（必要利用定員総数） ５００人 ３００人 ２００人 ５００人 ３００人 ２００人 ５００人 ３００人 ２００人 ５００人 ３００人 ２００人 ５００人 ３００人 ２００人

認定こども園・幼稚園・保育所
（特定教育・保育施設）

３００人 ２５０人 １００人 ３００人 ２５０人 １２０人 ３００人 ３００人 １５０人 ３００人 ３００人 １５０人 ３００人 ３００人 １５０人

（確認を受けない幼稚園）　※１ ２００人 ２００人 ２００人 ２００人 ２００人

地域型保育事業
（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問
型保育、事業所内保育）

２０人 ４０人 ５０人 ５０人 ５０人

認可外保育施設　※２

０人 ▲５０人 ▲８０人 ０人 ▲５０人 ▲４０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

　※１　特定教育・保育施設に該当しない幼稚園をいう。
　※２　市町村又は都道府県が一定の施設基準に基づき運営費支援等を行っている認可外保育施設等をいう。

平成29年度 平成30年度 平成3１年度

②確保方策

②－①

平成27年度

○○区域

平成28年度

認定区分

１号認定：法第１９条第１項第１号に該当する認定 ⇒ 教育標準時間認定（教育のみ）

２号認定：法第１９条第１項第２号に該当する認定 ⇒ ３～５歳 保育認定（保育の必要性あり）

３号認定：法第１９条第１項第３号に該当する認定 ⇒ ０～２歳 保育認定（保育の必要性あり）


